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中国税務速報 

2024年７月 15日 

1．「商貿発「2024」125 号」 商務部等９部門の越境電子商取引の輸出促進と海外倉

庫の建設増加に関する意見  

６月 11 日、商務部は「越境電子商取引（以下、「越境 EC」という）の輸出拡大と海外倉庫建設

促進に関する商務部等９部門の意見」を公布し、以下 5項目を提案した。 

１．越境 EC の積極的育成：越境 EC を支援して産業発展を促進することを大いに支援し、条件の

整った地域に対しては地元産業に焦点を当て、産業ベルト・商品展示センターの設立を奨励する。

また越境 EC のプラットフォームとの協力を進め、越境 EC 企業のサービス提供能力を向上させ、

「展示を通じた海外進出」を支援する。 

２．越境 EC への金融支援の強化：企業の資金調達チャンネルを円滑にし、越境資本の決済サービ

スを最適化して、サプライチェーンのコスト削減と効率向上を推進する。サービス貿易の革新的

発展のための指導基金の役割を十分に発揮し、より多くの社会資本が市場化方式により越境 EC の

海外倉庫や関連企業の発展を支援するよう導く。 

３．関連するインフラと物流システムの強化：越境 EC の物流能力を強化し、海外倉庫業務に対す

る税金還付に関するガイドラインを作成し、企業が現行の政策を適切に活用できるように指導を

行う。 

４．規制とサービスの最適化：越境 EC の輸出規制を最適化し、越境データ管理とサービスレベル

を向上させる。 

５．標準ルール構築と国際協力の積極的推進：越境電 EC 分野における標準ルール構築を加速し、

国際交流と協力を引き続き深化させる。 

 

http://m.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202406/20240603515722.shtml 

2．商務部弁公庁「地域的包括的経済連携協定（RCEP）の質の高い実施に向けた優れた

経験と良い実践の参考」についての通知  

商務部弁公庁は、「地域的包括的経済連携協定（RCEP）の質の高い実施に向けた優れた経験と良

い実践の参考」を公表し、企業が関税上の優遇措置を享受できるように支援する体制を整えるこ

とを提案している。 

１．地方の発展戦略に組み込む：RCEPに関する横断的な部門間連携の共同作業メカニズムを確立

し、商務や税関などの関連部門が横の連携を図り、基層の商務部門などを縦に広げ、公共サービ

スの提供を強化する。 

２．貨物貿易に焦点を当て、企業が優遇政策を十分に活用できるように支援：RCEP加盟国からの

輸入時の関税ゼロ、輸出時の関税ゼロおよび潜在的な優位性商品という「3 つのリスト」を整理・

公布する。これにより、企業が最適な協定税率を選定し、進出国を特定するための参考となり、

関税上の優遇措置を正確に享受できるよう支援を行う。また、サービスレベルを向上させ、税関

等の関連部門と連携して、企業が原産地関連規則を十分に利用できるように指導し、通関の利便

性を高め、企業がより多くの便益を享受できるようにする。 

３．サービス貿易と投資協力の促進と企業の国際市場開拓を支援：RCEP加盟国に向けて、「越境

EC＋国際輸送」という新たなモデルを確立し、RCEP 地域内での貿易投資活動での人民元で決済
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を奨励する。「輸入」と「輸出」を併用し、RCEP 加盟国との双方向の投資協力を深化させ、さ

らに、リスク防止・管理システムと指導メカニズムを確立して、RCEPに関連するサポートシステ

ムを整備する。 

 

http://m.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkgztz/202405/20240503513965.shtml 

3．「財政部 税務総局通知 2024 年第８号」 財政部 税務総局 全国中小企業の株

式譲渡制度における上場企業の配当金に関する個人所得税の差別化政策を引き続き実施

することに関する通知  

資本市場の安定的かつ健全な発展を促進し、中小・零細企業の成長を支援するため、全国中小企

業の株式譲渡制度における上場企業の配当金に関する個人所得税の差別化政策を引き続き実施す

る。 詳細は以下のとおりである。 

１．上場企業の株式を一年以上保有している個人：その株式から得られる配当金については、個

人所得税は一時的に免除する。 

２．上場企業が配当金を支払う場合：株式の保有期間が 1年未満の個人に対して、個人所得税を

徴収せず、株式譲渡時に証券会社などの株式管理機関が源泉徴収する。 

３．株式の譲渡時：個人の株式保有期間は先入先出の原則に基づき計算する。 

４．証券投資ファンドが上場会社から得た配当金：本通知の規定に基づき、個人所得税を徴収す

る。 

５．本通知適用期間：2024年７月１日から 2027年 12月 31日まで施行する。  

 

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5232671/content.html 

 


